
 

 

 

 

20250408 中部第 2 号 

令和７年４月１１日 

 

 

鉱業法第１４１条の規定による公示（令和７年３月分） 

 

  

令和７年３月中に新たに行った鉱業法又は同法に基づく命令による処分を、鉱業法第１４１条及び鉱業法施

行規則第３条の規定により別紙のとおり公示する。 

 

 

中部経済産業局長        
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